第条 会社は、従業員の一定期間における業務成績及び能力の評価を行い、昇給、賞与、配置及び昇格、教育訓練の適正を図り、公正かつ合理的な人事管理を行うための人事評価を実施する。

2　人事評価の対象者(以下「被評価者」という)は、次に掲げる者を除く労働者とする。
(1) 評価期日において休職中の者
(2) 短時間労働者(又はパートタイム労働者)
(3) 臨時に使用されている者

3 人事評価は、毎年2回4月と10月に実施し、評価の期間は、4月から9月と10月から３月のそれぞれの6か月間を対象とする。

4 人事評価の段階数は、自己評価、代表取締役評価の２段階とする。

5 自己評価は被評価者自身が、代表取締役が被評価者の評価期間における能力、態度、成果について各評価項目ごとに評価を行う。

6 自己評価は、被評価者自身が所定の評価表により、第一次評価者による評価の前に行うものとする。なお、評価表の種類は以下のとおりとする。
(1)職能評価基準書 (別紙1)
(2)賃金テーブル(別紙2)

7 評価表の評価区分は、次の7段階とする。
SS: 職務に求められている水準を大きく上回り、極めて優れている。
S: 職務に求められている水準を大きく上回り、優れている。
A: 職務に求められている水準を上回り、優れている。
B: 職務に求められる水準を満たしている。
C: 職務に求められる水準を下回り、劣っている。
D: 職務に求められる水準を大きく下回り、劣っている。
E: 職務に求められる水準を大きく下回り、極めて劣っている。

8 被評価者は、代表取締役評価が行った評価に著しい不均衡があった場合、評価面談を請求でき、評価結果は、被評価者本人が希望しない場合を除き、その直属の上司を通じて公開し、必要な説明を行うものとする。

10 会社は、被評価者評価および代表取締役評価が行った評価結果を、評価期間月末までに評価結果を決定し、賃金テーブルに基づき賃金へ適正に反映させるものとする。

11 会社は、評価結果がD またはEの者に対し、別に定めるところにより教育訓練を実施する。

12 会社は、適正な人事評価の実施のため、評価者に対し、評価者訓練を実施するものとする。

13 会社は、人事評価に関する書類は、3年間保存するものとする。

